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固
定
資
産
課
税
台
帳
を

縦
覧
・
閲
覧
で
き
ま
す

▼�

縦
覧　

納
税
者
が
市
内
の
土
地
・
家
屋

の
価
格
を
確
認
で
き
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間（
平
日
の
み
）

4
月
1
日
㈬
〜
6
月
30
日
㈫

▼�

閲
覧　

納
税
者
な
ど
が
自
己
資
産
の
内

容
を
確
認
で
き
ま
す
。（
通
年
）

（
※
）�同
一
市
町
村
に
所
有
す
る
土
地
・
家

屋
・
償
却
資
産
の
課
税
標
準
額
が
一

定
の
額
に
満
た
な
い（
土
地
30
万
円

未
満
、
家
屋
20
万
円
未
満
、
償
却
資

産
1
5
0
万
円
未
満
）こ
と

▼
受
付
場
所　

税
務
課

▼
手
数
料　

無
料

▼
必
要
な
も
の

資
格
者
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
も
の

（
運
転
免
許
証
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
・
賃
貸
借
契
約
書
・
売
買
契
約
書
な

ど
）

問
税
務
課　

固
定
資
産
税
班

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
1
1
4

税
通
知
書
の
発
送
時
期
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

令
和
8
年
度
市
税
に
関
す
る
納
税
通
知

書
は
、
以
下
の
時
期
に
発
送
予
定
で
す
。

（
時
期
は
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

問
税
務
課

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
1
1
4

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
を

４
月
か
ら
開
始
し
ま
す

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度（
乳
児
等
通

園
支
援
事
業
）は
、
全
て
の
こ
ど
も
の
育

ち
を
応
援
し
、
こ
ど
も
の
良
好
な
成
育
環

境
を
整
備
す
る
こ
と
が
目
的
で
す
。
保
護

者
の
就
労
要
件
な
ど
を
問
わ
ず
、
保
育
園

な
ど
を
一
定
時
間
利
用
で
き
ま
す
。

同
じ
年
頃
の
こ
ど
も
た
ち
が
ふ
れ
合
い

な
が
ら
、
家
庭
で
は
得
ら
れ
な
い
経
験
や

家
族
以
外
の
人
と
関
わ
る
機
会
と
な
り
、

こ
ど
も
が
成
長
し
て
い
く
き
っ
か
け
を
つ

く
り
ま
す
。

▼
対
象

保
育
所
な
ど
に
通
っ
て
い
な
い
生
後
６

カ
月
〜
３
歳
未
満
の
こ
ど
も

▼
実
施
施
設

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー『
ひ
か
り
の
子
』

（
合
志
中
部
保
育
園
内
）

（
豊
岡
3
1
1
ー
1
）

☎
0
9
6（
2
4
8
）0
0
8
0

▼
利
用
上
限
時
間

1
人
当
た
り
月
10
時
間
ま
で

※�

利
用
に
あ
た
っ
て
は
事
前
に
認
定
申
請

な
ど
の
手
続
き
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い

問
こ
ど
も
未
来
課　

保
育
班
ヴ

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
1
6
2

親
子
の
絆
づ
く
り
プ
ロ
グ
ラ
ム

『
赤
ち
ゃ
ん
が
き
た
！
』

初
め
て
の
赤
ち
ゃ
ん
を
育
て
て
い
る
母

親
の
た
め
の
仲
間
づ
く
り
、
親
子
の
絆
づ

く
り
の
講
座
で
す
。

▼
と
き（
全
て
金
曜
日
）

5
月
8
日
、
15
日
、
22
日
、
29
日

午
前
10
時
〜
正
午

▼
と
こ
ろ　

 

ふ
れ
あ
い
館

（
須
屋
2
2
5
1
ー
1
）

▼
対
象

市
内
に
住
む
、
令
和
7
年
12
月
〜
令
和

8
年
3
月
生
ま
れ
の
初
め
て
の
こ
ど
も

を
持
つ
母
親
の
う
ち
、
4
回
の
講
座
を

受
講
で
き
る
人

※
赤
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
参
加
で
き
ま
す

▼
定
員 　

先
着
12
人

▼
参
加
費　

無
料

（
別
途
テ
キ
ス
ト
代
1
1
0
0
円
）

▼
申
込
方
法

窓
口
ま
た
は
電
話
、

申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム

▼
申
込
期
限 　

5
月
7
日
㈭

申
問
市
社
会
福
祉
協
議
会

こ
ど
も
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
0
9
6（
2
4
2
） 7
0
0
8

お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
税
に

『
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
分
』が

加
算
さ
れ
ま
す

国
は
子
育
て
支
援
を
拡
充
す
る
た
め

『
こ
ど
も
未
来
戦
略「
加
速
化
プ
ラ
ン
」』を

進
め
て
い
ま
す
。
そ
の
一
環
で
令
和
6
年

6
月
に『
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
』が
公
布
さ
れ
、

新
た
に『
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
』

が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
子
育
て
世

帯
へ
の
経
済
的
支
援
を
拡
充
す
る
た
め
、

全
世
代
・
全
経
済
主
体
で
子
育
て
世
帯
を

支
え
る
た
め
の
新
し
い
仕
組
み
で
す
。

支
援
金
は
、
令
和
8
年
度
か
ら
医
療
保

険
の
保
険
料（
被
用
者
保
険
・
国
民
健
康

保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
）に
加
算
さ
れ

ま
す
。

合
志
市
国
民
健
康
保
険
税
に
お
け
る

『
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
分
』

市
国
民
健
康
保
険
税
で
も
、
令
和
8

年
度
か
ら
従
来
の
保
険
料（
医
療
費
給
付

分
・
高
齢
者
支
援
金
分
・
介
護
納
付
金

分
）に
加
え
て『
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

金
』が
加
算
さ
れ
ま
す
。

税
率
な
ど
は
決
ま
り

次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
税
務
課　

市
税
班

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
1
1
4

物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か

児
童
手
当
の
受
給
者
な
ど
を
対
象
と
し

て
、
0
歳
か
ら
高
校
3
年
生
ま
で
の
こ
ど

も
1
人
当
た
り
2
万
円
の
物
価
高
対
応
子

育
て
応
援
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

申
請
が
必
要
な
人
は
、
必
ず
期
限
ま
で

に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
が
必
要
な
人

・
公
務
員

・�

令
和
8
年
1
月
か
ら

3
月
末
ま
で
に
出
生

し
た
こ
ど
も
の
父
母

な
ど（
児
童
手
当
受

給
者
）

▼
申
請
期
限

4
月
30
日
㈭

申
問
こ
ど
も
未
来
課　

こ
ど
も
支
援
班
ヴ

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
1
6
2

国
民
年
金
保
険
料
の
月
額
が

変
わ
り
ま
す

令
和
8
年
度
の
保
険
料
は
、
月
額

1
万
7
9
2
0
円
で
す
。（
前
年
度
よ
り

4
1
0
円
引
き
上
げ
）

毎
月
の
保
険
料
は
日
本
年
金
機
構
か
ら

4
月
上
旬
に
送
ら
れ
て
く
る
1
年
分
の
納

付
書
で
、翌
月
の
末
日
ま
で
に
納
め
ま
す
。

保
険
料
は
2
年
を
過
ぎ
る
と
納
め
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

納
め
忘
れ
を
防
ぐ
た
め
、
口
座
振
替
や

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

ア
プ
リ
か
ら
納
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
熊
本
西
年
金
事
務
所

☎
0
9
6（
3
5
3
）0
1
4
2

国
民
年
金
学
生
納
付
特
例
制
度

20
歳
以
上
の
学
生
で
、
本
人
の
所
得
が

一
定
額
以
下
の
場
合
、
申
請
に
よ
り
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
学
生

納
付
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す
。

制
度
を
利
用
す
る
メ
リ
ッ
ト

病
気
や
怪
我
で
障
が
い
が
残
っ
た
場
合

に
、
保
険
料
が
未
納
の
ま
ま
だ
と
障
害
基

礎
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。「

今
は
払
え
な
い
か
ら
」と
放
置
せ
ず
、

万
一
の
備
え
や
大
切
な
将
来
の
た
め
に
必

ず
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

注
意
点

・
受
給
資
格
期
間
へ
の
算
入

納
付
が
猶
予
さ
れ
た
期
間
は
、
将
来
年

金
を
も
ら
う
た
め
に
必
要
な
期
間（
受

給
資
格
期
間
）に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ま
す
。

・
年
金
額
へ
の
反
映

猶
予
期
間
分
は
、
将
来
受
け
取
る
老
齢

基
礎
年
金
の
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ

ん
。将
来
の
年
金
額
を
増
や
す
た
め
に
、

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
納
め
る
こ

と（
追
納
）も
で
き
ま
す
。

手
続
き
に
つ
い
て

▼
必
要
な
も
の

・�

学
生
証（
有
効
期
限
の
記
載
が
あ
る
も

の
、
コ
ピ
ー
可
）ま
た
は
在
学
証
明
書

（
原
本
）

・�

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
ま
た
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
書
類

▼
特
例
の
承
認
期
間

4
月
か
ら
翌
年
3
月
ま
で（
1
年
間
）

継
続
し
て
在
学
す
る
場
合
、
4
月
上
旬

に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
ら
れ
る
申
請
書

に
必
要
事
項
を
記
入
し
返
送
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
を
忘
れ
て
い
た
場
合
も
、
2
年

1
カ
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
が
可

能
で
す
。

▼
申
請
方
法

・
窓
口

健
康
ほ
け
ん
課
、西
合
志
総
合
窓
口（
御

代
志
市
民
セ
ン
タ
ー
）、
泉
ヶ
丘
支
所
、

須
屋
支
所

・
オ
ン
ラ
イ
ン

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
24
時
間
申
請
が

可
能
で
す
。

問
熊
本
西
年
金
事
務
所

☎
0
9
6（
3
5
3
）0
1
4
2

市税 時期
市県民税
（普通徴収） 6月上旬

市県民税
（特別徴収） 5月下旬

国民健康保険税 6月中旬

固定資産税 6月上旬

軽自動車税 5月上旬

▲市ホームページ

▲市ホームページ

▲日本年金機構
　学生納付特例制度

▲申し込み
　フォーム

▼縦覧・閲覧ができる人
資格者 縦覧 閲覧

納税者 ○ ○
免税点未満（※）により
課税が発生しない人 × ○

納税者の同居の親族 ○ ○
別居の親族
（委任状が必要） ○ ○

納税管理人 ○ ○

借地人・借家人 ×
○

当該権利の目的である
土地・家屋に限る

1月2日以降の新所有者 × ○ ▲市ホームページ

15 広報こうし ● 2026.4 14広報こうし ● 2026.4


